
 

付議案第12号 

 

福岡市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則案 

 

上記の付議案を提出する。 

令和４年３月15日 

福岡市教育委員会   

教育長 星子 明夫  

理由 

本件は，福岡市立福岡きぼう中学校の設置に伴い，福岡市立中学校設置条例を改正し

たこと等から，福岡市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則案につい

て，福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定により付議するものであ

る。 

 

福岡市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

福岡市立学校給食センター条例施行規則（昭和48年福岡市教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「第１条第１項の規則」を「第１条の教育委員会規則」に改め，同条の表中「福

岡市立照葉中学校」を「福岡市立福岡きぼう中学校」に改める。 

第３条第２項中「命ずる」を「命じる」に改める。 

第５条第２項中「１年」を「２年」に改める。 

第７条中「召集する」を「招集する」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は，令和４年４月１日から施行する。ただし，第２条の改正規定(「第１

条第１項の規則」を「第１条の教育委員会規則」に改める部分に限る。)，第３条第

２項の改正規定及び第７条の改正規定は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の福岡市立学校給食センター条例施行規則第５条第２項の

規定は，この規則の施行の日以後に委嘱される委員について適用し，同日前に委嘱さ

れた委員については，なお従前の例による。 
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付議案第 12 号資料 

 

福岡市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

  福岡市立福岡きぼう中学校の設置に伴い，福岡市立中学校設置条例を改正したこと

等から，福岡市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について改正

を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 給食センターから給食を配送しない中学校等の一覧より，福岡市立照葉中学校を 

削除し，福岡市立福岡きぼう中学校を追加するもの。 

 ⑵ 福岡市立学校給食センター運営委員会の委員の任期を１年から，２年に改めるも 

の。 

 

３ 施行期日 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和４年４月１日から施行する。ただし，第２条の改正規定(「第

１条第１項の規則」を「第１条の教育委員会規則」に改める部分に限る。)，第３

条第２項の改正規定及び第７条の改正規定は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の福岡市立学校給食センター条例施行規則第５条第２項

の規定は，この規則の施行の日以後に委嘱される委員について適用し，同日前に委

嘱された委員については，なお従前の例による。 
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